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第１ タイムチャージ 

当法人所属弁護士の報酬をタイムチャージ制で算定する場合は、１時間あた

りの報酬額を以下の算定表によって算出する。 
 

所長弁護士 ５万円／時間 

シニアアソシエイト弁護士 ２万５千円／時間 

アソシエイト弁護士 ２万円／時間 
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第２ 各種顧問契約 

 １ 総合顧問契約（全て税別） 

  非顧問先 
顧問料 

 7 万円 

顧問料  

10 万円 

総合顧問契約 

顧問料 

15 万円 

 

相談（面談・電

話・メール・

chatwork） 

所長弁護士 

５万円／時間 

アソシエイト

弁護士 

2 万円~／時間 

25,000 円 

（10,000 円～） 

／時間 

（6 万円相当 

時間無料） 

20,000 円 

（8,000 円～） 

／時間 

（10 万円相当 

時間無料） 

無料   

代理人対応 

手数料 
10 万円／1 件 5 万円／１件 無料 無料 

実費 

別途 

契約書レビュー 

定型： 

10 万円～ 

非定型： 

20 万円～ 

定型：5 万円～ 

非定型：10 万円～ 

５通（１通：５枚想

定）／月まで無料 

以降 

定型：２万円～ 

非定型：８万円～ 

無制限に無料   

英文契約書レビ

ュー 

定型：30 万円

～ 

非定型：30 万

円～ 

定型：15 万円～ 

非定型：20 万円～ 

２通（１通：５枚想

定）／月まで無料 

以降 

定型：１０万円 

非定型：１５万円 

５通（１通５枚

想定）／月まで

無料 

以降 

応相談 

  

債権回収 

着手金：15 万

円報酬金：回

収額の 30％ 

着手金：5 万円 

報酬金：回収額の

15％ 

着手金：無料 

報酬金：回収額の

10％ 

 

着手金：無料 

報酬金：回収額

の 10％ 

実費 

別途 

団体交渉 15 万円／1 回 10 万円／1 回 5 万円／1 回 無料 
実費 

別途 

訴訟、労働審判

等手続 

報酬基準によ

って算定 

報酬基準によって

算定 

顧問先割引 

 1 割 

顧問先割引  

２割 

実費 

別途 
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 ２ 対象業務限定顧問契約 

(1) 労務顧問契約（全て税別） 

  非顧問先 
労務限定顧問 

７万円／月 

労務顧問 plus 

10万円／月 

総合顧問契約 

15 万円／月 
備考 

相談（面

談・電話・

メール・

chatwork） 

所長弁護士： 

５万円／時間 

勤務弁護士： 

2 万円~／時間 

無料 

（労務限定） 

無料 

（労務限定） 
無料   

問題社員 

対応 

10 万円／1 名 

(タイムチャー

ジ別途) 

無料 無料 無料 
実費 

別途 

内容証明 

発送 

10 万円 

／１通 

無料 

（労務限定） 

無料 

（労務限定） 
無料 

実費 

別途 

各種書面 

作成 

タイムチャー

ジ 

無料 

（労務限定） 

無料 

（労務限定） 
無料  

団体交渉 
15 万円 

／1 回 
５万円／1回 無料 無料 

実費 

別途  

あっせん 

不当労働行

為救済申立 

着手金、報酬

金いずれも 

50 万円 

５万円／1回 無料 無料 
実費 

別途 

労働訴訟 

労働審判 

報酬基準（第

４）によって

算定 

報酬基準 

の１割引 

着手金： 

１件無料／年 

報酬金： 

報酬基準の２割引 

着手金： 

１件無料／年 

報酬金： 

報酬基準の２割引 

※ 

※・ 手続係属前に顧問契約を締結していた場合に限る。 

・ 上限を超えた労働事件の着手金については、報酬基準から２割引 
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(2) 外国人材採用支援・労務管理顧問  

 非顧問先 外国人材労働顧問 

30 万円／月 

備考 

相談（面談・電話・メ

ール・chat） 

所長弁護士： 

５万円／時間 

勤務弁護士： 

2 万円~／時間 

無料  

問題社員対応 10 万円／1 名 

（タイムチャージ別

途） 

無料 実費別途 

団体交渉 15 万円～ 無料 実費別途 

在留資格取得・変更・

更新手続代理 

15 万円／1 件 5 万円／1 件 実費別途 

英文就業規則作成 100 万円～ 30 万円  

あっせん 

不当労働行為救済申立 

着手金：50 万円 

報酬金：50 万円 

無料  

労働訴訟 

労働審判 

報酬基準（第４）によ

って算定 

着手金： 

１件無料／年 

報酬金： 

報酬基準の２割引 

※ 

※・ 手続係属前に顧問契約を締結していた場合に限る。 

・ 上限を超えた労働事件の着手金については、報酬基準から２割引 
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(3)クレーム・カスハラ対応顧問契約（全て税別） 

  非顧問先 

クレーム・カスハ

ラ対応 

限定顧問契約 

5万円／月 

 

クレーム・カスハラ

代理対応顧問契約 

7万円／月 

総合顧問契約 

→ 合計 15 万円

／月 

相談（面

談・電話・

メール・

chat） 

所長弁護士: 

５万円／時間 

勤務弁護士: 

2 万円／時間 

無料 

（クレーム・カス

ハラ対応限定） 

無料 

（クレーム・カスハ

ラ対応限定） 
無料 

代理人対応 10 万円／1 件 5万円／1件 
無料 

無料 

顧問先とし

ての表示 
対応なし 無料 

無料 
無料 

従業員

LINE相談 
対応なし 従業員 3名まで 

従業員 3名まで 
人数制限なし 

 

クレーム 

訴訟 

報酬基準 

によって算定 

着手金： 

報酬基準による 

報酬金： 

報酬基準の 3割引 

着手金： 

２件無料／年 

報酬金： 

報酬基準の 3割引 

着手金： 

無料(制限なし) 

報酬金： 

報酬基準の 3 割引 

クレーム対

応マニュア

ル作成 

300 万円 100万円 

 

90万円 50 万円 

従業員研修 対応なし 60万円／1回 

 

40万円・1回  30 万円～／1 回 

 
  




